
第５回 地域自治組織等小委員会会議次第 

 

 

開催日時：平成１６年４月９日（金）１３：００～ 

開催場所：厚田村議会議場 

 

 

１ 開 会                                         

 

 

２ 協議事項 

（１）地域の自治的な組織の選択について 

   

（２）支所等のあり方について 

 

３ その他 

 ・ 第６回会議の開催日程等について 

 

 

４ 閉 会 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成１６年４月９日（金）１３：００～ 

 

厚田村役場２階、厚田村議会議場 

 

 

 

 

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会 

 

 

 

地 域 自 治 組 織 等 小 委 員 会 
 

第 ５ 回 委 員 会 議 案 



地
域
自
治
区
に
関
す
る
法
案 

●
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

（
地
域
自
治
区
の
設
置
） 

第
二
百
二
条
の
四 

市
町
村
は
、
市
町
村
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
、
及
び
地
域

の
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
つ
つ
こ
れ
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で
、
そ
の
区
域
を
分
け

て
定
め
る
区
域
ご
と
に
地
域
自
治
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

地
域
自
治
区
に
事
務
所
を
置
く
も
の
と
し
、
事
務
所
の
位
置
、
名
称
及
び
所
管
区
域
は
、

条
例
で
定
め
る
。 

３ 

地
域
自
治
区
の
事
務
所
の
長
は
、
事
務
吏
員
を
も
つ
て
充
て
る
。 

４ 

第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
第
二
項
の
地
域
自
治
区
の
事
務
所
の
位
置
及
び
所
管
区
域
に

つ
い
て
、
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
事
務
所
の
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
地
域
協
議
会
の
設
置
及
び
構
成
員
） 

第
二
百
二
条
の
五 

地
域
自
治
区
に
、
地
域
協
議
会
を
置
く
。 

２ 

地
域
協
議
会
の
構
成
員
は
、
地
域
自
治
区
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

市
町
村
長
が
選
任
す
る
。 

３ 

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
協
議
会
の
構
成
員
の
選
任
に
当
た
つ
て
は
、
地

域
協
議
会
の
構
成
員
の
構
成
が
、
地
域
自
治
区
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
多
様
な
意

見
が
適
切
に
反
映
さ
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

地
域
協
議
会
の
構
成
員
の
任
期
は
、
四
年
以
内
に
お
い
て
条
例
で
定
め
る
期
間
と
す
る
。 

５ 

第
二
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
協
議
会
の
構
成
員
に
は
報
酬
を
支
給

し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
地
域
協
議
会
の
会
長
及
び
副
会
長
） 

第
二
百
二
条
の
六 

地
域
協
議
会
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
く
。 

２ 

地
域
協
議
会
の
会
長
及
び
副
会
長
の
選
任
及
び
解
任
の
方
法
は
、
条
例
で
定
め
る
。 

３ 

地
域
協
議
会
の
会
長
及
び
副
会
長
の
任
期
は
、
地
域
協
議
会
の
構
成
員
の
任
期
に
よ
る
。 

４ 

地
域
協
議
会
の
会
長
は
、
地
域
協
議
会
の
事
務
を
掌
理
し
、
地
域
協
議
会
を
代
表
す
る
。 

５ 

地
域
協
議
会
の
副
会
長
は
、
地
域
協
議
会
の
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
地
域
協
議
会

の
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

 

（
地
域
協
議
会
の
権
限
） 

第
二
百
二
条
の
七 

地
域
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町

村
の
機
関
に
よ
り
諮
問
さ
れ
た
も
の
又
は
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
審
議
し
、
市
町

村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
機
関
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

地
域
自
治
区
の
事
務
所
が
所
掌
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
が
処
理
す
る
地
域
自
治
区
の
区
域
に
係
る
事
務

に
関
す
る
事
項 

三 

市
町
村
の
事
務
処
理
に
当
た
つ
て
の
地
域
自
治
区
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と

の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
事
項 

２ 

市
町
村
長
は
、
条
例
で
定
め
る
市
町
村
の
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項
で
あ
つ
て
地
域
自
治

区
の
区
域
に
係
る
も
の
を
決
定
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
地
域
協
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
機
関
は
、
前
二
項
の
意
見
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
地
域
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
） 

第
二
百
二
条
の
八 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
協
議
会
の
構
成
員
の
定
数
そ
の

他
の
地
域
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
条
例
で
定
め
る
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
二
百
二
条
の
九 

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
地
域
自
治
区
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

                    

 

●
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

（
地
域
自
治
区
の
設
置
手
続
等
の
特
例
） 

第
五
条
の
五 

市
町
村
の
合
併
に
際
し
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
合
併
市
町
村
の
区
域

の
一
部
の
区
域
に
、
一
又
は
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
で
あ
つ
た
区
域
を
そ
の
区

域
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
地
域
自
治
区
（
以
下
「
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
よ
る
地
域

自
治
区
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
町
村
の
合
併
に
際
し
、
合
併
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
に
、
合
併
関
係

市
町
村
の
区
域
に
よ
る
地
域
自
治
区
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
二

条
の
四
か
ら
第
二
百
二
条
の
八
ま
で
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を
経
る
も
の
と
し
、
そ

の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
合
併
関
係
市
町
村
は
、
直
ち
に
そ
の
内
容
を
告
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

合
併
市
町
村
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
協
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
地
域
自
治
区
の
区
長
） 

第
五
条
の
六 

市
町
村
の
合
併
に
際
し
て
設
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
よ
る
地
域
自

治
区
（
以
下
「
合
併
に
係
る
地
域
自
治
区
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
合
併
に
係
る
地

域
自
治
区
の
区
域
に
お
け
る
事
務
を
効
果
的
に
処
理
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
に
よ
り
、
期
間
を
定
め
て
合
併
に
係
る
地
域
自
治
区

の
事
務
所
の
長
に
代
え
て
区
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

区
長
は
、
地
域
の
行
政
運
営
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
合
併
市
町

村
の
長
が
選
任
す
る
。 

３ 
区
長
の
任
期
は
、
二
年
以
内
に
お
い
て
合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
で
定
め
る
期
間
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を
経
る
も
の

と
し
、
そ
の
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
合
併
関
係
市
町
村
は
、
直
ち
に
そ
の
内
容
を
告
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

合
併
市
町
村
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
協
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
区
長
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者 

二 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者 

７ 

合
併
市
町
村
の
長
は
、
区
長
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
る

場
合
そ
の
他
区
長
が
そ
の
職
に
必
要
な
適
格
性
を
欠
く
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
罷
免

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

合
併
市
町
村
の
長
は
、
区
長
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
区
長
た
る
に
適
し
な
い
非
行

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
対
し
懲
戒
処
分
と
し
て
戒
告
、
減
給
、
停
職
又
は
免

職
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

区
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
意
に
反
し
て
罷
免
さ
れ
、
又

は
懲
戒
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
。 

10 

区
長
は
、
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。 

11 

合
併
に
係
る
地
域
自
治
区
の
事
務
所
の
職
員
の
う
ち
区
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者

は
、
区
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
区
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

12 

区
長
は
、
合
併
市
町
村
の
円
滑
な
運
営
と
均
衡
あ
る
発
展
に
資
す
る
よ
う
、
合
併
市
町
村

の
長
そ
の
他
の
機
関
及
び
合
併
に
係
る
地
域
自
治
区
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
等
と
の
緊

密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
担
任
す
る
事
務
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

13 

地
方
自
治
法
第
百
六
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
七
十
五
条
第
二
項
並
び
に
地
方
公
務
員

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
区
長
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
六
十
五
条
第
二
項
中
「
副
知
事
又
は
助

役
」
と
あ
る
の
は
「
区
長
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
六
第
一
項
に

規
定
す
る
区
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
」
と
あ
る

の
は
「
合
併
市
町
村
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
長
に
」
と
、
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
市
町
村
の
長
の
」
と
、

同
法
第
百
七
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
区
長
」
と
、

「
普
通
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

14  

第
一
項
に
規
定
す
る
区
長
の
職
は
、
地
方
公
務
員
法
第
三
条
の
特
別
職
と
す
る
。 

 

（
住
居
表
示
に
関
す
る
特
例
） 

第
五
条
の
七 

合
併
に
係
る
地
域
自
治
区
の
区
域
に
お
け
る
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
住
居
を
表
示
す
る
に
は
、
同
条
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
合
併
に
係
る
地
域
自
治
区
の
名
称
を
冠
す
る
も
の
と
す
る
。
第
五
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
合
併
に
係
る
地
域
自
治
区
の
同
項
に
規
定
す
る

期
間
の
満
了
に
際
し
、
当
該
合
併
に
係
る
地
域
自
治
区
の
区
域
を
そ
の
区
域
と
し
て
引
き
続

き
設
け
ら
れ
た
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
よ
る
地
域
自
治
区
の
区
域
に
お
け
る
同
法
第

二
条
に
規
定
す
る
住
居
の
表
示
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 



 
○「地域自治区」について定めるべき事項（検討資料１） 
 

地 域 自  治  区 
 

自  治  法 特  例  法 事務局案 

設    置 
○条例で定める地域ごと

に設けることができる 

○合併協議で定め、３市村議会

の議決を要する（内容を告示）
 

設置期間 ○期限の定めなし ○合併協議で定める 
○新市建設計画期間 

（１０年間） 

事務所の位置 ○条例で定める ○合併協議で定める 
○旧厚田村役場、旧浜益村役

場 

事務所の名称 ○条例で定める ○合併協議で定める 

（例）○○自治区事務所、○

○町支所、○○村自治振興局

など 

設置単位 
○市町村の区域を分け 

 て設置 

○合併市町村の区域の一部の

区域に設置できる（１又は２以

上の旧市町村単位） 

○旧厚田村、旧浜益村の区域

に設置 

位置づけ 
○事務所の長（事務吏員を

充てる） 

○合併協議により、事務所の長

に代えて区長を置くことがで

きる（任期２年以内、特別職の

公務員、助役兼務不可） 

○区長を置くこととし、任期

を２年（再任可）、特別職の

公務員とする 
長 

選任方法 ○合併市町村長が選任 

○地域の行政運営に関し優れ

た識見を有す者のうちから、石

狩市長が選任 

○石狩市長が選任 

構成員 

選任方法 
○条例に基づき市町村長

が選任 

○合併協議に基づき石狩市長

が選任
（例）別紙 

定数、組織 

及び運営 
○条例で定める ○合併協議で定める （例）別紙  

任  期 
○４年以内において条例

で定める期間 

○合併協議で定める 

（４年以内） 
○２年（再任可） 

会長・副会長 

選任方法 ○条例で定める ○合併協議で定める ○構成員の互選による 

 

任  期 ○構成員の任期による ○構成員の任期による ○構成員の任期による 

報  酬 
○支給しないこととでき

る 
○支給しないこととできる ○支給しない 

地

域

協

議

会 

権  限 ○条例で定める ○合併協議で定める （例）別紙 

 



 

選任方法（要旨） 

 

委員は、当該区域に住所を有するもので、次の各号に掲げる者のうちから、新市の長が住民の

多様な意見が適切に反映されるよう配慮して任命する。  

（1） 公共的団体等が推薦する者○名  

（2） 学識経験者○名  

（3） 公募による者○名  

 

定数（要旨） 

 

各地域協議会は、委員○名をもって組織する。  

 

組織及び運営 

   
一般的な例をもとに、事務局が案を作成する。 

 

地域協議会の権限（要旨） 

 

地方自治法第２０２条の７に規定する以外のもの  

→ 当該区域の施策に関する重要事項を協議して定める。 

 

(1)  新市建設計画の変更に関する事項 

(2)  新市建設計画の執行状況に関する事項 

(3)  地域振興のための基金の活用に関する事項 

 

 
 
○「支所等のあり方」について（検討資料２） 
 

新市における支所の整備方針（要旨） 

 

合併により編入となる厚田地域・浜益地域は、市役所から遠隔地にあることから、住民サービ

スの低下をまねかないよう適切な対応を図る必要があること、また住民自治を強化する観点や、

地域の市民に身近なところで身近な事務を処理するという観点から、支所機能を有する「地域自

治区」を置くこととした。 

こうしたことから、厚田地域・浜益地域の地域自治区の支所機能については、原則として次の

事項を基本として整備するものとする。 

 

(1)  支所の担当業務は、地域振興、防災、保健福祉、環境衛生、農林水産業、建設水道、商

工、観光、教育部門や住民生活に密着した窓口業務などについて、良好な住民サービスが

提供できる機能を有すること。 

(2)  地域住民と行政の協働（パートナーシップ）の推進を図ること。 


